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１. 公営企業会計について

3



地方公営企業の改革が推進されています
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出所：総務省「人口減少社会等における持続可能な公営企業制度のあり方に関する研究会」（平成31年4月19日開催）
資料2 地方公営企業法の概要及び経営改革の推進に係るこれまでの取組 11ページ

公営企業の「見える化」
が推進され、企業会計
が導入されています
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官庁会計 企業会計

認識基準
（どの時点で会計
処理を行うか。）

○現金の収入・支出とい
う事実に基づいて会計
処理を行う。

⇒現金主義

○現金の収支にかかわらず、資産
の移動や費用・収益が発生したと
いう事実に基づいて会計処理を
行う。

⇒発生主義

記録方式 ○単式簿記（現金のみを
記録の対象とする。）

○複式簿記（全ての経済資源を対
象とする。）

科目 ○歳入
○歳出

○資産 ○負債 ○資本（純資産）
○費用 ○収益

決算書 ○歳入歳出決算書 ○財務諸表
※「財務書類」という言い方もされ
る。
・貸借対照表
・損益計算書
・剰余金計算書
・キャッシュ・フロー計算書

固定資産の有無 なし あり

資産の評価 なし あり

官庁会計と公営企業会計の相違点は以下のとおりです

一定期間の経営状況と、
ある一時点の財政状態
を把握できます。



一定時点に保有する全ての財産等を総括的に表示した報告書が貸借
対照表です
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貸借対照表（B/S）

出所：総務省 「公営企業の経営改革推進に向けた重点施策に関する説明会」 資料3－2 地方公営企業法の適用に関するマニュアル（平成31年3月改訂版）について 7ページ



一事業年度における経営成績を明らかにした報告書が損益計算書です
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損益計算書（P/L）

出所：総務省 「公営企業の経営改革推進に向けた重点施策に関する説明会」 資料3－2 地方公営企業法の適用に関するマニュアル（平成31年3月改訂版）について 8ページ



一事業年度の資金収支の状況を明らかにした報告書がキャッシュ・フ
ロー計算書です
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キャッシュ・フロー計算書（C/F）

出所：総務省 「公営企業の経営改革推進に向けた重点施策に関する説明会」 資料3－2 地方公営企業法の適用に関するマニュアル（平成31年3月改訂版）について 9ページ



２. 経営戦略の概要
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投資試算と財源試算が均衡した収支計画の策定がポイント

経営戦略の全体像は以下のとおりです

出所：総務省「公営企業の経営改革推進に向けた重点施策に関する説明会」（平成31年4月24日開催）
資料2-1 経営戦略の策定・改定について 19ページ
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平成31年3月に改定ガイドラインと改訂マニュアルが公表されています

出所：公営企業の経営改革推進に向けた重点施策に関する説明会（平成31年4月24日開催）
資料2-1 経営戦略の策定・改定について 13ページ
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経営戦略のイメージと策定推進のための方策

出所：総務省「全国都道府県・指定都市公営企業管理者会議（令和3年1月25日開催）
資料1 公営企業課関係資料 19ページ

令和7年度までの経営戦略の見直しが求められています



令和2年3月に「社会資本整備総合交付金交付要綱」が改正されました（国土交通省）

出所：国土交通省「社会資本整備総合交付金交付要綱附属第2編交付対象事業の要件」69ページ、70ページ
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経営戦略策定・改定状況（令和4年3月31日時点）

令和7年度までに経営戦略を改定予定の事業は全体の77.0%です

出所：総務省 「公営企業の経営戦略の策定・改定状況 （令和４年３月 31 日時点）」
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経営戦略策定・改定マニュアルの改定のポイント

令和4年1月にも経営戦略策定・改定マニュアルの改定が行われてい
ます

経営戦略において、経営の基本方針について記載の充実（具体的には、計
画期間内における具体的な取組・目標等を記載すること。）を図ること

基本方針の
記載の充実

水道事業、簡易水道事業及び下水道事業については、料金水準が適切な
ものであるか、また将来の料金改定の必要性等について議会や住民の理
解に資するよう、料金回収率や経費回収率の目標及び原価計算の内訳な
どを記載し、見える化を図ること

料金改定の
必要性の可視化

健全な経営を確保する上で必要な資金を確保するという観点から、水道事
業、簡易水道事業及び下水道事業については、所有している資産の規模、
経営環境や事業の種類等の実情に応じて、「経営戦略のひな形様式」に追
加した原価計算表等を活用し、資産維持費を料金算定に適切に反映するこ
と

原価計算表の
作成

出所：「経営戦略」の改定推進について（令和4年1月25日付総財公第6号、総財営第1号、総財準第2号総務省自治財政局公営企業課長、
公営企業経営室長、準公営企業室長連盟通知）をもとに講師作成
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経営戦略策定・改定マニュアルの改定で強調された事項

持続可能なサービスを提供するためには、投資・財政計画に人口減少
や物価変動等の影響を加味することが重要です

今後の人口減少等を加味した料金収入の的確な反映１

減価償却率や耐用年数等に基づく施設の老朽化を踏まえた将来における所要の更新費用の的確な反映２

物価上昇等を反映した維持管理費、委託費、動力費等の上昇傾向等の的確な反映３

①②③等を反映した上での収支を維持する上で必要となる経営改革（料金改定、広域化、民間活用・効率化、
事業廃止等）の検討４

持続可能なサービス提供のために、投資・財政計画に盛り込む事項



３. 三郷市下水道事業の現状
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三郷市下水道事業の概要

三郷市下水道事業の概要は以下のとおりです

公共下水道事業

供用開始年月 昭和５８年２月

法適（全部・財務）・非適の区分 令和２年４月１日より財務適用

処理区域面積 ３,０２２ha

行政区域内人口（総人口） １４２,１７７人

処理区域内人口 １２４,１７７人

水洗化人口 １１１,５８５人

下水道普及率（※１） ８７．３％

水洗化率（※２） ８９．９％

令和５年４月１日現在

※１下水道普及率

三郷市の人口に対する処理区域内の人口の割合。普及率（％）＝処理区域内人口（人）／行政区域内人口（人）×100

※２水洗化率

処理区域内で実際に下水道に接続している人口の割合。水洗化率（％）＝水洗化人口（人）／処理区域内人口（人）

×100



職員給与費 55 (2%)  

支払利息 318 (12%) 

減価償却費 1,669 (62%)

委託料 126 (7%)

流域下水道管理

運営費負担金

486 (18%)

その他 32 (1%)

費用

2,686百万円

下水道使用料 1,334 

(45%)

他会計繰入金

521 (17%)
長期前受金戻入

723 (24%)

その他収益
409 (14%)

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000

収益

2,986百万円

単位：百万円

固定費 (76%)

19

令和４年度の収益は2,986百万円、費用は2,686百万円です

令和４年度下水道事業決算（収益的収入・支出）（税抜）

経常利益

300百万円



建設改良費 1,413 

(43%)

企業債償還金

1,842 (57%)

資本的支出

3,255百万円

企業債 1,523 (74%)

負担金 118 (6%)
他会計負担金及び補助金 113 (6%)

国庫補助金 295 (14%)

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500

資本的収入

2,050百万円

単位：百万円
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令和４年度下水道事業決算（資本的収入・支出） （税込）

令和４年度の資本的収入は2,050百万円、資本的支出は3,255百万円
です
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経費回収率（公共）

現状の経費回収率は類似団体平均を下回っています

経費回収率

汚水処理に要した費用に対する、使用料による回収程度を示す指標。汚水処理に係る全ての費用を使用料によって賄うことが原則。

（算式）使用料収入÷汚水処理費用(公費負担分を除く)

類似団体平均

総務省が経営比較分析表（令和3年度）を公表するにあたり示した、三郷市と同じ区分の類似団体の平均。

三郷市は、公共下水道で処理区域内人口区分10万人以上、処理区域内人口密度区分75人/ha以上の「Ab」に該当。

現在、経営比較分析表の公表は令和3年度までのため、類似団体平均の値は上記では令和3年度まで表示している。

課題

86.0 78.2 78.5 

102.4 103.8 

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

令和2年度 令和3年度 令和4年度

経費回収率(%)

三郷市 類似団体平均



４. 経営戦略の基本理念と基本方針
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本市下水道事業の現状を鑑み、経営戦略の基本理念と
経営の基本方針を設定します。

安心・安全・快適な下水道から始まる

持続可能なまちづくり

経営戦略の基本理念 経営の基本方針

本市の下水道を取り巻く環境は、人口減少や節水意識

の向上による水需要の低下や、下水道施設の更新や耐

震化の必要性の高まりなどにより厳しい状況にありま

す。

そのため本市では「安心・安全・快適な下水道から始

まる持続可能なまちづくり」を基本理念とし、「安心

の持続」「安全の持続」「快適さの持続」の3つの基本

目標を定めました。



５. 将来シミュレーション
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項目 推計方法

使用料収入

➀年間有収水量×➁使用料単価にて算定

【➀年間有収水量】人口推移と比例するものとして集計

【➁使用料単価】過年度の単価を使用

建設改良費（投資額）

新規投資：令和10年度までに見込まれる整備計画に基づく予算金額を使用

更新投資：令和4年度に公表済みのストックマネジメント計画に基づく金額を使用

※流域下水道建設費負担金及び人件費は過年度の平均値を使用

維持管理費
固定費（人件費等）：過年度の平均値を使用

変動費（動力費等）：年間有収水量と比例

減価償却費 既存の資産分＋更新投資分を法定耐用年数に渡り計上

長期前受金戻入 既存の資産分＋更新投資に係る国庫補助金等の収益化額

建設改良にかかる企業債
建設改良費の財源は国庫補助金、基準外繰入金、工事負担金除いた残額以外のすべてを

企業債発行により賄うものとする

資本費平準化債
公共（臨時措置等を除く）の元金償還額から、減価償却費相当額（長期前受金戻入を

除く）を差し引いた起債可能額とする

支払利息 各年度の企業債残高×借入利率（過年度実績平均を使用）

国庫補助金

新規事業（～R8）：各年度の予測建設改良費の15%

新規事業（R9～）：一律30百万円/年

更新事業：現状と同じ補助割合が続くものと仮定

他会計繰入金

〇収益的収入

・雨水処理負担金：雨水分の維持管理費に資本費（減価償却費－長期前受金＋支払利息）を

加えて算定

・基準外：基準内繰入を除く資金不足額から4条基準外を差し引いた金額とする

〇資本的収入：元金償還額の5%

25

以下の条件で今後50年間の下水道事業の財政シミュレーションを行い
ました
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使用料収入は、人口減少に伴い、令和54年には9.8億円に減少する見込みです。

（令和4年度比で△26.3％）

人口減少に伴い下水道使用料は減少することが想定されます
課題
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公共下水道未整備区域（市街化調整区域）を整備する場合、概ね400億円の事業費が必要と見込まれます。

また下水道事業は整備開始から45年を経過し、老朽化による修繕や更新は必要な時期に差し掛かっています。新規整備以

外に今後50年間で122億円（1年あたり約2.4億円）の更新投資費用が必要と見込まれます。

老朽化による修繕や更新の必要から建設改良費は今後も堅調に発生
することが想定されます

課題



-500百万円

－

500百万円

1,000百万円

1,500百万円

2,000百万円

2,500百万円

3,000百万円

3,500百万円

R
0
4

R
0
5

R
0
6

R
0
7

R
0
8

R
0
9

R
1
0

R
1
1

R
1
2

R
1
3

R
1
4

R
1
5

R
1
6

R
1
7

R
1
8

R
1
9

R
2
0

R
2
1

R
2
2

R
2
3

R
2
4

R
2
5

R
2
6

R
2
7

R
2
8

R
2
9

R
3
0

R
3
1

R
3
2

R
3
3

R
3
4

R
3
5

R
3
6

R
3
7

R
3
8

R
3
9

R
4
0

R
4
1

R
4
2

R
4
3

R
4
4

R
4
5

R
4
6

R
4
7

R
4
8

R
4
9

R
5
0

R
5
1

R
5
2

R
5
3

R
5
4

収益的収入 収益的支出 経常損益
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将来的には費用が収益を上回り赤字が増加することが想定されます

建設改良に伴う減価償却費負担に加え、近年の物価上昇や、将来的には県の流域下水道管理費の単価上昇による汚水処

理に係る経費の増加も見込まれるため、令和18年頃に赤字に転じる見込みです。

課題
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三郷市下水道事業の課題

三郷市下水道事業には将来シミュレーションの結果、以下の課題があ
ることが分かりました

・当市の人口は今後50年で約20％減少する見通しであり、一人当たり使用
水量の減少もあり、使用料収入について約26%減少が見込まれています。

（１）人口減少に伴う使
用料収入の減少

・当市の下水道事業は整備開始から45年を経過し、老朽化による修繕や更
新が必要な時期に差し掛かっています。今後50年間で122億円（1年あたり
約2.4億円）の事業費が必要と見込まれています。

（3）施設の老朽化に伴
う更新投資の増加

・近年の物価上昇や、将来的には県の流域下水道維持管理費の単価上昇
も見込まれており、汚水処理に係る経費は増加する見込みです。現在の事
業運営は黒字ですが、約10年後には赤字となることが見込まれています。

（4）汚水処理費等の
経費の増加

（2）未整備区域の整備
のための財源確保

・公共下水道未整備区域（市街化調整区域）を整備する場合、概ね400億円

の事業費が必要となる見通しであり、適切な整備計画の検討や財源確保が
課題となります。
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経営戦略の体系

章 章タイトル 項 項タイトル 内訳・概要

- はじめに
1 経営戦略策定の趣旨と位置づけ

2 経営戦略の位置付け

第1 下水道事業の現状と課題

1 下水道整備及び維持管理における現状と課題 普及率や水洗化率の推移、老朽化への対応

2 下水道経営の現状と課題 過年度比較・他団体比較

3 将来の見通しと課題 将来シミュレーション

第2 経営戦略の基本理念と基本方針

1 経営戦略の基本理念

2 経営の基本方針

3 経営健全化に向けた取組 基本理念・基本方針達成へ向けた具体策

第3 経営戦略

1 投資・財政計画

2 投資・財政計画の策定にあたっての説明

3 目標設定

第4 事後検証・モニタリング
1 計画の推進と点検・進捗管理の方法

2 経営戦略の見直し

経営戦略の体系は次のとおりです


